
平成 30 年６月 21 日 

コ ー ナ ン 商 事 株 式 会 社

大阪北部地震に対する義援金拠出のお知らせ

6 月 18 日に発生した「大阪北部地震」被災地の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

当社は、会社法第 370 条及び当社定款第 22 条（取締役会の書面決議）に基づき、このたび

の地震災害の被災者に対する支援及び被災地の復興支援のために、下記のとおり義援金を拠

出することを決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。 

被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。 

記

【義援金について】

1. 金額 10 百万円

2. 拠出先 大阪府

以上 

この件に関するお問合せは、ＩＲ広報室までお願いします。 
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